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津波による住宅や店舗、道路などの破損、甚大な被害

による人気観光地の休業（輪島朝市・和倉温泉等）、年

末年始の「書き入れ時」の旅館・ホテルの大量キャン

セルによる経済的打撃、各種観光産業（特に伝統工芸）

の仕事場や機材等の破壊・消失など、短期間で回復・

修復しきれない環境や状況が大きな傷跡となっている。

これらの状況からの回復と今後の地域観光の再建に向

けた課題は計り知れない。本研究会が金沢市役所や石

川県立図書館でお聞きした内容は、被災地の状況や課

題への対応を踏まえて今後、大きく修正・変更される

ことも想定される。本研究会も、これらの状況を重く

受け止め、その克服と新たな発展のプロセスを注視し

つつ、学際的アプローチをもって支援を続けさせてい

ただきたい。第四次計画で唱えられた「地域活性化の

原動力」としての地域観光のもつ潜在的な力が、いよ

いよ本格的に発揮されていく場となることを、大いに

期待するものである。 
 
最後に、今回の地震・津波等で亡くなられた方々へ

の心からの哀悼と被災された方々へのお見舞いの言葉

を申し上げたい。
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《特集論文》 

広広域域連連携携とと宿宿泊泊税税のの導導入入  

――長野県広域連合と雪国観光圏推進協議会を事例に―― 

 
藤巻 一男（新潟大学） 

 
観光振興による地方創生事業の推進と、その副産物であるインバウンドによるオーバーツーリズム

現象への対応から、近年では、自治体の運営において、観光政策への対応に行政需要が高まりつつあ

る。観光政策の財源確保のために、これまでに宿泊税を導入した自治体は、東京都、大阪府、福岡県、

京都市、金沢市、倶知安町、福岡市、北九州市である。今後も宿泊税の導入に向け、有識者委員会を

設置したり議会で取り上げたりしている自治体も増加しつつある。一方、複数の都道府県や市町村に

またがる広域観光圏を基盤にして、宿泊税を導入した事例は存在しない。本稿では、主として、長野

県の広域連合と雪国観光圏推進協議会の事例等を取り上げながら、広域連携の枠組みで、仮に宿泊税

を導入するとした場合に想定される論点について考察した。 

 

キーワード：宿泊税、広域観光圏、広域連携、広域連合、協議会、雪国観光圏、一部事務組合 
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ははじじめめにに  

近年では、自治体の運営において、観光政策への対

応に行政需要が高まりつつある。その理由としては、

観光振興による地方創生事業の推進と、その副産物で

あるインバウンド（訪日外国人旅行）によるオーバー

ツーリズム現象への対応がある。 

一方、自治体においては、人件費や公債費など毎年

義務的に支出される経費の合計が財源に占める比率

（経常収支比率）が高く財政が硬直化し、観光政策へ

の対応に活用可能な財源が乏しいことから、それらの

行政需要に十分に対応するための財源確保が課題とな

っている。このような状況下で宿泊税が注目されてい

る。これまでに宿泊税を導入した自治体は、東京都、

大阪府、福岡県、京都市、金沢市、倶知安町、福岡市、

北九州市である。今後も宿泊税の導入に向け、有識者

委員会を設置したり議会で取り上げたりしている自治

体は現在20以上に上っている1。 

宿泊税が自治体の観光振興施策の独自財源として

優れているとの見方もある。前田（2019）は、観光施

策・施設、行政サービスの便益を享受している観光客

に受益に見合った適正な負担を求める応益課税の考え

方、観光客の観光消費に担税力に着目する応能課税の

 
 

1 高坂（2020）、38-40頁。 

考え方に即した課税を実現できること、課税客体の定

義の明確性、課税対象施設の把握の容易性により公正

な執行が可能であることなどから、今後も宿泊税を導

入する地方自治体は増えていくと推測している2。 

宿泊税の導入に当たり問題となるのは、自治体間の

競合である。福岡県が宿泊税を導入する際、福岡市や

北九州市との間で、二重課税にならないように税率を

どのように設定するかで調整が行われた。それでは、

広域的な観光圏が複数の県や市町村にまたがる場合、

宿泊税の徴収や使途の決定等はどのようにして行われ、

また、自治体間の各種の調整や予算の管理執行はどの

ようにして行われるのであろうか。これまで、広域連

携の枠組みで宿泊税を導入した事例はない。本稿では、

広域連携の枠組みで宿泊税を導入するとした場合に、

想定される論点について考察した。考察に当たり、主

として、次の３つのケースを取り上げた。 

 

 
福岡県 長野県 

雪国観光圏 
７市町村 
（３県） 

宿泊税 導入済 検討中 未定 
広域連携

の仕組み 
― 広域連合 協議会 

 

2 前田（2019）、240頁。 
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福岡県においては、観光振興の事務を行うための広

域連携の仕組みはないが、宿泊税の税収を財源にして、

県が市町村の観光振興の支援や各種調整を行っている。 

長野県は、他県に比べ広域連合の設立数が多く、県

から広域連合への権限移譲事務も多種にわたっており、

観光振興に係る事務もその中に含まれている。長野県

は、現在宿泊税の導入を検討しているが3、人気の観光

地を擁する長野県白馬村や阿智村でも宿泊税の導入が

検討されていることもあり4、今後は自治体間の調整が

問題になると考えられる。 

また、雪国観光圏とそのための広域連携の仕組み

（協議会）の概要は、以下の通りである。 

「観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の

促進に関する法律」（以下「観光圏整備法」という）が

平成20 （2008）年に制定され、その年に、同法に基づ

き雪国観光圏が観光庁より認定されるとともに、雪国

観光圏推進協議会が設立された。雪国観光圏は、新潟

県の魚沼市、南魚沼市、湯沢町、十日町市、津南町、

群馬県のみなかみ町、長野県の栄村の３県７市町村 （以

下「７市町村」という）にまたがっている。「雪国観光

圏整備計画 令和５年度～令和９年度計画 令和５年

３月」（以下「令和５年雪国観光圏整備計画」という）

には、①インバウンド回復戦略、②国内交流拡大戦略、

③高付加価値で持続可能な観光地域づくり戦略につい

て、構成自治体別にハード事業とソフト事業が列挙さ

れている。しかし、その整備計画の遂行にあたり必要

となる財源に関する記載はなく、７市町村による宿泊

税の導入計画については何ら触れられていない。 

筆者を含む新潟大学キャリア創生研究会のメンバ

ー5は、2022 （令和４）年３月14日に、雪国観光圏（地

域連携 DMO）においてプロジェクトの中心的役割を担

っている井口智裕氏6 にインタビューを行ったことが

ある。その際、井口氏は、雪国観光圏の運営財源確保

の方法として宿泊税の導入の必要性を熱心に語られて

いた7。 

雪国観光圏の７市町村における宿泊税の導入がま

だ構想段階に過ぎないとしても、その導入に伴う課題

 
 

3 長野県観光部（2023）、3-4頁。 
4 長野県白馬村で観光振興に充てる村独自の財源を検討する委

員会が開催される（長野放送 2023年10月19日報道）。 

阿智村宿泊税に関する第1回調査検討委員会が開催される（南

信州新聞電子版 2024年1月13日報道）。 
5 藤巻一男、渡邊洋子、田中一裕、堀籠崇、並川努、榎本千賀子。 
6 井口智裕氏の職歴（抜粋） 

平成17年 株式会社いせん 代表取締役就任 

を探究することには意義があると考える。本稿では、

一般論の域を出ないが、雪国観光圏推進協議会を例に

挙げて、広域連携を基盤にして宿泊税を導入する際の

課題について考察した。 

１１  宿宿泊泊税税のの意意義義とと目目的的  

政府は令和３（2021）年６月の「成長戦略実行計画」

において、 「観光は地方創生の切り札であり、事業の継

続と雇用の維持を支援しつつ、感染拡大防止策を徹底

した上で国内需要の回復に取り組む。魅力ある観光地

域・コンテンツの整備を進める。」と表明している8。観

光がもたらす地域経済社会の活性化への期待は大きい

といえる。 

一方、観光振興の副産物として新たな行政需要が発

生している。一部の地域では、観光客の集中による混

雑やゴミ投棄、騒音、違法民泊といったオーバーツー

リズム現象が顕在化している。これらの問題に対して、

国はその対応を原則として地方に委ねており、特段の

財政措置を講じていない。この問題は、地域住民の生

活に少なからず悪影響を及ぼすことになる。 

以上のような行政需要に対応するためには、自治体

の独自財源が必要になる。自治体の課税自主権強化の

ため、平成12 （2000）年の地方分権一括法で制度の拡

充が図られた。宿泊税の根拠法は、地方税法にある。

地方税法第４条第６項は「道府県は…別に税目を起こ

して、目的税を課することができる。」としており、市

町村に関しては同法第５条第７項に同様の規定をおい

ている。また、「道府県又は市町村は、条例で定める特

定の費用に充てるため、法定外目的税を課することが

できる。」（同第731条第１項）とした上で、「法定外目

的税の新設又は変更…をしようとする場合においては、

あらかじめ、総務大臣に協議し、その同意を得なけれ

ばならない。」（同条第２項）とされている。宿泊税の

具体的な課税方法は地方公共団体の条例により定めら

れることになる。 

宿泊税は、平成14 （2002）年に東京都ではじめて導

平成21年 雪国観光圏 プランナー 

平成23年 合同会社雪国食文化研究所 代表社員 

平成25年 一般社団法人雪国観光圏 代表理事 

平成30年 株式会社龍言 代表取締役就任 

（出所）東京都観光まちづくりアドバイザー人材バンク。 
7 創生ジャーナル・編集委員会（2023）、18-19頁。 
8 内閣官房（2021）、31頁。 
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入され、それ以降長期間にわたって導入事例がなかっ

た。しかし、インバウンド・ブームを背景に平成 29

（2017）年に大阪府で導入されたのを皮切りに、以下

のとおり、京都市、金沢市、倶知安町、福岡県、福岡

市、北九州市でも導入された。このような流れを受け

て、現在、様々な地方公共団体において宿泊税の導入

に向けた議論が行われている。 

 

（表１）宿泊税の導入状況 

 自治体 導入日 

都道府

県 

東京都 平成14（2002）年10月１日 

大阪府 平成29（2017）年１月１日 

福岡県 令和2（2020）年４月１日 

市町村 

京都市 平成30（2018）年10月１日 

金沢市 平成31年（2019）年４月１日 

倶知安町 令和元（2019）年11月１日 

福岡市 令和2（2020）年４月１日 

北九州市 令和2（2020）年４月１日 

 

２２  宿宿泊泊税税をを巡巡るる自自治治体体間間調調整整のの問問題題  

宿泊税の課税主体は、都道府県または市町村である。

京都市や金沢市のように、観光地と宿泊施設が同一市

内に集中的に存在し、観光地として独自のブランディ

ングが確立又は成功しているような場合には、その市

町村が宿泊税を徴収し、その予算を管理執行するのが

合理的である。京都市はオーバーツーリズムの対応強

化に、また金沢市は北陸新幹線の開業により急増した

観光客対応に宿泊税の税収を活用している。 

一方、都道府県内に観光地が市町村をまたいで存在

するような場合、または、観光入込客のほとんどが日

帰り客である市町村と宿泊施設が集中する市町村が近

接しているような場合、県が宿泊税を導入する方が合

理的であろう。入込観光客のほとんどが日帰り客とな

っている市町村の場合、それら日帰り客による交通の

混雑やゴミの増大に対処するために追加的な行政コス

トが生じる一方でその財源確保が難しいことから、県

が宿泊税を徴収し市町村ごとの入込観光客等を考慮し

て税収を再分配する仕組みが有効である。 

ここで、福岡県、福岡市、北九州市が宿泊税を導入

したケースを取り上げてみたい。その導入の経緯等は

 
 

9 福岡県ホームページ。 

以下の通りである9。 

 

・ 令和元（2019）年６月 福岡県は、独自に宿泊税

の課税を検討していた福岡市と協議を行い、県議会

に宿泊税関係条例案を上程し、可決・成立した。 

・ 令和元（2019）年9月 福岡県は、北九州市にお

いても独自に宿泊税を課税することとされたため、

北九州市と協議を行い、県議会に改正条例案を上程

し、可決・成立した。 

・ 令和元（2019）年11月 宿泊税の新設に関する総

務大臣との協議を経て、同意を得た。 

・ 令和２（2020）年４月 福岡県、福岡市、北九州

市は、それぞれ関係条例・規則を公布し、施行した。 

 

 宿泊税の税率構造は、以下の通りである。福岡県と

福岡市・北九州市との間において、二重課税にならな

いように調整が行われている。 

 

（表２） 

宿泊施設の所在地 

税率 

県税率 市税率 
合計 

納税額 

福岡県（北九州市・福

岡市以外） 
200円 ― 200円 

北九州市 50円 150円 200円 

福岡市 
宿泊 

料金 

２万円

以上 
50円 450円 500円 

２万円

未満 
50円 150円 200円 

 

福岡県の宿泊税の使途は、広域的観点から主体的に

行う観光振興施策として、宿泊施設の多言語案内・情

報発信、バリアフリー化等に対する支援、インバウン

ド向け体験プログラムを含む旅行商品造成支援などに

加え、市町村に対する施策（交付金事業）も行ってい

る。すなわち、市町村が創意工夫を凝らして実施する

観光振興施策への財政的支援（宿泊税を課す市町村を

除く）や、地域資源を活用した新たな観光資源開発、

観光スポットの受入環境整備などにも充てられている。 

以下の表は、宿泊税導入前に公表された平成 29

（2017）年分の福岡県観光入込客調査の結果から、入

込客数の多い市町村を抜粋したものである。 
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福岡県においては、観光振興の事務を行うための広

域連携の仕組みはないが、宿泊税の税収を財源にして、

県が市町村の観光振興の支援や各種調整を行っている。 

長野県は、他県に比べ広域連合の設立数が多く、県

から広域連合への権限移譲事務も多種にわたっており、

観光振興に係る事務もその中に含まれている。長野県

は、現在宿泊税の導入を検討しているが3、人気の観光

地を擁する長野県白馬村や阿智村でも宿泊税の導入が

検討されていることもあり4、今後は自治体間の調整が

問題になると考えられる。 

また、雪国観光圏とそのための広域連携の仕組み

（協議会）の概要は、以下の通りである。 

「観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の

促進に関する法律」（以下「観光圏整備法」という）が

平成20 （2008）年に制定され、その年に、同法に基づ

き雪国観光圏が観光庁より認定されるとともに、雪国

観光圏推進協議会が設立された。雪国観光圏は、新潟

県の魚沼市、南魚沼市、湯沢町、十日町市、津南町、

群馬県のみなかみ町、長野県の栄村の３県７市町村 （以

下「７市町村」という）にまたがっている。「雪国観光

圏整備計画 令和５年度～令和９年度計画 令和５年

３月」（以下「令和５年雪国観光圏整備計画」という）

には、①インバウンド回復戦略、②国内交流拡大戦略、

③高付加価値で持続可能な観光地域づくり戦略につい

て、構成自治体別にハード事業とソフト事業が列挙さ

れている。しかし、その整備計画の遂行にあたり必要

となる財源に関する記載はなく、７市町村による宿泊

税の導入計画については何ら触れられていない。 

筆者を含む新潟大学キャリア創生研究会のメンバ

ー5は、2022 （令和４）年３月14日に、雪国観光圏（地

域連携 DMO）においてプロジェクトの中心的役割を担

っている井口智裕氏6 にインタビューを行ったことが

ある。その際、井口氏は、雪国観光圏の運営財源確保

の方法として宿泊税の導入の必要性を熱心に語られて

いた7。 

雪国観光圏の７市町村における宿泊税の導入がま

だ構想段階に過ぎないとしても、その導入に伴う課題

 
 

3 長野県観光部（2023）、3-4頁。 
4 長野県白馬村で観光振興に充てる村独自の財源を検討する委

員会が開催される（長野放送 2023年10月19日報道）。 

阿智村宿泊税に関する第1回調査検討委員会が開催される（南

信州新聞電子版 2024年1月13日報道）。 
5 藤巻一男、渡邊洋子、田中一裕、堀籠崇、並川努、榎本千賀子。 
6 井口智裕氏の職歴（抜粋） 

平成17年 株式会社いせん 代表取締役就任 

を探究することには意義があると考える。本稿では、

一般論の域を出ないが、雪国観光圏推進協議会を例に

挙げて、広域連携を基盤にして宿泊税を導入する際の

課題について考察した。 

１１  宿宿泊泊税税のの意意義義とと目目的的  

政府は令和３（2021）年６月の「成長戦略実行計画」

において、 「観光は地方創生の切り札であり、事業の継

続と雇用の維持を支援しつつ、感染拡大防止策を徹底

した上で国内需要の回復に取り組む。魅力ある観光地

域・コンテンツの整備を進める。」と表明している8。観

光がもたらす地域経済社会の活性化への期待は大きい

といえる。 

一方、観光振興の副産物として新たな行政需要が発

生している。一部の地域では、観光客の集中による混

雑やゴミ投棄、騒音、違法民泊といったオーバーツー

リズム現象が顕在化している。これらの問題に対して、

国はその対応を原則として地方に委ねており、特段の

財政措置を講じていない。この問題は、地域住民の生

活に少なからず悪影響を及ぼすことになる。 

以上のような行政需要に対応するためには、自治体

の独自財源が必要になる。自治体の課税自主権強化の

ため、平成12 （2000）年の地方分権一括法で制度の拡

充が図られた。宿泊税の根拠法は、地方税法にある。

地方税法第４条第６項は「道府県は…別に税目を起こ

して、目的税を課することができる。」としており、市

町村に関しては同法第５条第７項に同様の規定をおい

ている。また、「道府県又は市町村は、条例で定める特

定の費用に充てるため、法定外目的税を課することが

できる。」（同第731条第１項）とした上で、「法定外目

的税の新設又は変更…をしようとする場合においては、

あらかじめ、総務大臣に協議し、その同意を得なけれ

ばならない。」（同条第２項）とされている。宿泊税の

具体的な課税方法は地方公共団体の条例により定めら

れることになる。 

宿泊税は、平成14 （2002）年に東京都ではじめて導

平成21年 雪国観光圏 プランナー 

平成23年 合同会社雪国食文化研究所 代表社員 

平成25年 一般社団法人雪国観光圏 代表理事 

平成30年 株式会社龍言 代表取締役就任 

（出所）東京都観光まちづくりアドバイザー人材バンク。 
7 創生ジャーナル・編集委員会（2023）、18-19頁。 
8 内閣官房（2021）、31頁。 
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入され、それ以降長期間にわたって導入事例がなかっ

た。しかし、インバウンド・ブームを背景に平成 29

（2017）年に大阪府で導入されたのを皮切りに、以下

のとおり、京都市、金沢市、倶知安町、福岡県、福岡

市、北九州市でも導入された。このような流れを受け

て、現在、様々な地方公共団体において宿泊税の導入

に向けた議論が行われている。 

 

（表１）宿泊税の導入状況 

 自治体 導入日 

都道府

県 

東京都 平成14（2002）年10月１日 

大阪府 平成29（2017）年１月１日 

福岡県 令和2（2020）年４月１日 

市町村 

京都市 平成30（2018）年10月１日 

金沢市 平成31年（2019）年４月１日 

倶知安町 令和元（2019）年11月１日 

福岡市 令和2（2020）年４月１日 

北九州市 令和2（2020）年４月１日 

 

２２  宿宿泊泊税税をを巡巡るる自自治治体体間間調調整整のの問問題題  

宿泊税の課税主体は、都道府県または市町村である。

京都市や金沢市のように、観光地と宿泊施設が同一市

内に集中的に存在し、観光地として独自のブランディ

ングが確立又は成功しているような場合には、その市

町村が宿泊税を徴収し、その予算を管理執行するのが

合理的である。京都市はオーバーツーリズムの対応強

化に、また金沢市は北陸新幹線の開業により急増した

観光客対応に宿泊税の税収を活用している。 

一方、都道府県内に観光地が市町村をまたいで存在

するような場合、または、観光入込客のほとんどが日

帰り客である市町村と宿泊施設が集中する市町村が近

接しているような場合、県が宿泊税を導入する方が合

理的であろう。入込観光客のほとんどが日帰り客とな

っている市町村の場合、それら日帰り客による交通の

混雑やゴミの増大に対処するために追加的な行政コス

トが生じる一方でその財源確保が難しいことから、県

が宿泊税を徴収し市町村ごとの入込観光客等を考慮し

て税収を再分配する仕組みが有効である。 

ここで、福岡県、福岡市、北九州市が宿泊税を導入

したケースを取り上げてみたい。その導入の経緯等は

 
 

9 福岡県ホームページ。 

以下の通りである9。 

 

・ 令和元（2019）年６月 福岡県は、独自に宿泊税

の課税を検討していた福岡市と協議を行い、県議会

に宿泊税関係条例案を上程し、可決・成立した。 

・ 令和元（2019）年9月 福岡県は、北九州市にお

いても独自に宿泊税を課税することとされたため、

北九州市と協議を行い、県議会に改正条例案を上程

し、可決・成立した。 

・ 令和元（2019）年11月 宿泊税の新設に関する総

務大臣との協議を経て、同意を得た。 

・ 令和２（2020）年４月 福岡県、福岡市、北九州

市は、それぞれ関係条例・規則を公布し、施行した。 

 

 宿泊税の税率構造は、以下の通りである。福岡県と

福岡市・北九州市との間において、二重課税にならな

いように調整が行われている。 

 

（表２） 

宿泊施設の所在地 

税率 

県税率 市税率 
合計 

納税額 

福岡県（北九州市・福

岡市以外） 
200円 ― 200円 

北九州市 50円 150円 200円 

福岡市 
宿泊 

料金 

２万円

以上 
50円 450円 500円 

２万円

未満 
50円 150円 200円 

 

福岡県の宿泊税の使途は、広域的観点から主体的に

行う観光振興施策として、宿泊施設の多言語案内・情

報発信、バリアフリー化等に対する支援、インバウン

ド向け体験プログラムを含む旅行商品造成支援などに

加え、市町村に対する施策（交付金事業）も行ってい

る。すなわち、市町村が創意工夫を凝らして実施する

観光振興施策への財政的支援（宿泊税を課す市町村を

除く）や、地域資源を活用した新たな観光資源開発、

観光スポットの受入環境整備などにも充てられている。 

以下の表は、宿泊税導入前に公表された平成 29

（2017）年分の福岡県観光入込客調査の結果から、入

込客数の多い市町村を抜粋したものである。 
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表３ 福岡県の市町村別入込客数 

（500万人以上を抜粋）平成29 （2017）年１月～12月 

（単位：千人） 

市町村 総数 日帰り 宿泊 

福岡市 21,336 13,287 8,049 

宗像市 6,506 6,126 380 

太宰府市 10,540 10,492 48 

福津市 5,613 5,606 7 

北九州市 25,324 21,525 3,799 

 

宗像市、太宰府市、福津市では、宿泊税を導入して

いない。太宰府市10や福津市では、日帰り客数に比して

宿泊者数が極端に少ないことから、仮に宿泊税を導入

しても、観光政策上の必要な財源を確保することは困

難であろう。そこで、前述の福岡県の施策によって、

宿泊者数に比して日帰り客数が極端に多いような市町

村に対して、それらの観光行政需要（観光スポットの

受入環境整備等）に当てるために資金を交付すれば、

福岡県が宿泊税の再分配の役割を担うことになる。 

３３  広広域域的的なな観観光光振振興興ととそそのの財財源源  

(1) 広域的な観光政策と広域連携 
観光政策に関しては、1990年代から広域化の動きが

あった。旧運輸省「90 年代観光振興行動計画」(昭和

63 （1988）年4月27日策定)では、中央と各地方に「観

光立県推進会議」を開催し、関係者の創意と知恵を結

集して、観光振興に関する具体的施策を提言し、それ

を官・民、中央・地方を挙げて幅広く連帯して実行に

移そうという計画が示されていた11。その中で、広域観

光への取り組みの重要性を挙げている。すなわち、従

来から自分の県域内のみに絞られがちであった視点を、

他県を含めた広域に広げることにより、新たな観光ニ

ーズの発掘につなげるというものである。 

観光客の行動範囲の広域化に合わせて観光圏を整

備する必要性が出てきたため、昭和63 （1998）年には

 
 

10 太宰府市では「歴史と文化の環境税」（法定外普通税）とし

て一時有料駐車場の利用者に一定の税（原付自転車を含む二輪

車50円、乗用車100円、マイクロバス、300円、大型バス500

円）を課している。したがって、電車や定期バスで訪れる観光

客は、徴収の対象外となっている。 
11 大口（1991）、42-46頁。 
12 運輸省（1998）『平成10年度 運輸経済年次報告』、第２部

第４章第２節。 
13 総務省（2021）「広域連携の仕組みと運用について」によれ

複数の県が集まり広域連携による観光振興を図る「広

域連携観光振興会議」が開催され、それを受けて複数

の県による観光の協議会が設置され、各市町村地域で

広域的な観光施策が策定された12。政府は、観光圏整備

法に基づき、各種法律の特例などにより「観光圏」の

形成を支援し、国際競争力の高い魅力ある観光地域づ

くりを推進してきている。この政策は、政府が行政区

域を越えて観光地づくりに取り組む地域を観光圏と設

定し、補助金や交付金で支援するものである。広域的

な観光振興策を推進するに当たり、自治体間の連携が

必要になるが、制度上はどのような仕組みがあるので

あろうか。 

地方自治法では、広域連携の仕組みが定められてい

る。広域連携によって、自治体は、行政サービスの実

施等において、複数の地方自治体がその区域を越えて

協力することができる。総務省「広域連携の仕組みと

運用について」によれば、地方自治法上の広域連携に

は、いくつかの仕組み13があるが、ここでは、自治体が

事業を遂行する際の受け皿として、広域連合や協議会

を設置するケースを取り上げる。 

広域連合は、地方公共団体が、広域にわたり処理す

ることが適当であると認められる事務を処理するため

に特別地方公共団体を設置するものである（地方自治

法第284条、第285条の２、第291条の２～第291の

13）。特別地方公共団体は、国又は都道府県から直接に

権限や事務の移譲を受けることができる。広域連合に

よる観光振興策の実績のある自治体としては長野県が

あり、観光政策も広域連合の枠組みの中で行われてい

る。 

一方、協議会は、法人の設立を要しない簡便な仕組

みの一つであり、地方公共団体が、共同して管理執行、

連絡調整、計画作成を行うための制度である（地方自

治法第 252 条の２の２～第 252 条６の２）。後述する

雪国観光圏推進協議会は、これに該当する。 

 

ば、法人の設立を要しない簡便な仕組みとして、①協議会、②

機関等の共同設置、③事務の委託があり、別法人の設立を要す

る仕組みとして、④一部事務組合、⑤広域連合がある。 
本稿では、①の例として雪国観光圏推進協議会を、⑤の例と

して長野県の広域連合を取り上げている。また、複数の県にま

たがる市町村が広域で宿泊税を導入した場合において、その予

算を共同して管理執行するための受け皿として、④の一部事務

組合を提案している。 
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(2) 長野県の広域連合の場合 
広域連合は、平成６（1994）年の地方自治法改正に

より導入（施行は翌年６月）された制度である。広域

連合は、様々な広域的ニーズに柔軟かつ効率的に対応

するものである。権限委譲の受け入れ体制を整備する

ため、都道府県や市町村の事務で広域にわたり処理す

ることが適当であると認められるものに関し、広域計

画を作成し、必要な連絡調整を図り、総合的かつ計画

的に広域行政を推進することになる。 

広域連合が実施している事務の種類には、後期高齢

者医療、介護保険、障害者福祉、環境衛生、防災、教

育、観光振興等がある。総務省「広域連合の設置状況

（令和５年４月１日現在)によれば、広域連合の設置数

は177である。その内訳を見ると、広域連合の数が特

に多い都道府県は、順に北海道16、長野県12、三重県

８、岐阜県５、熊本県５、愛知県４となっており、他

は１～３である14。 

長野県の広域連合12 のうち、平成10（1998）年～

12 （2000）年にかけて設立されたものは10あり、それ

ぞれが多岐にわたる種類の事務を行っており、他県の

ものに比べて突出して多い。 

平成の合併期（1999年４月１日～2010年３月末）に

おいて全国的に市町村合併が推進されてきたが、長野

県においては平成合併期以前から小規模自治体が多く、

これまでも支え合う仕組みとして広域連合制度を活用

してきた地域である。2000年以降、県内全ての市町村

が広域連合に組み込まれており、「広域連合先進県」で

あるという評価もある15。 

市町村が担うべき趣旨に適っているが、複数の市町

村にまたがる事務や、住民に身近な事務であって、事

務処理の効率性、統一性等の観点から、広域において

処理することが適当な事務については、長野県から広

域連合へ権限移譲され、財源措置（経費の支弁）が行

われることになる16 。広域的な観光振興に関する事務

もその中に含まれている。 

それでは、長野県の広域連合が担う広域的な観光振

 
 

14 すべての都道府県で、平成19年に後期高齢者の医療制度に

係る事務を行うための広域連合が設立された。広域連合の設立

数が１の県は16あるが、いずれも当該事務を行うためのもの

である。 
15 堀内（2012）、66頁。 
16 長野県「市町村、広域連合への権限移譲についての考え

方」、１頁。 
17 中村等（2021）は、観光分野における広域連携の課題は何

か、重要と思う順に１位から３位まで３つ聞き、分析に当た

興策の事務に着目した場合、そこにはどのような政策

上の効果があり、いかなる課題を抱えているのであろ

うか。 

中村等（2021）は、長野県の10の広域連合（上田、

松本、木曽、南信州、上伊那、北アルプス、佐久、北

信、長野、諏訪）が行っている広域的な観光振興に関

する事務について、各広域連合の事務局に対して2017

年２～３月にかけてアンケートによる実態調査（質問

紙調査）を実施し、その結果等を踏まえながら詳細な

分析を行っている。 

観光施策は、観光場所や宿泊施設の紹介・観光 DVD 

やパンフレット制作など、観光者へ観光情報を直接提

供する施策、観光プロジェクト（観光に力を入れたま

ちづくりをする計画）、観光調査など、計画を立てて間

接的に圏内の観光地に資する施策に分類される。中村

等（2021）は、広域連携事業におけるこれら観光施策

の達成評価と課題についてアンケート結果をまとめて

おり、その要点の一部を以下に紹介する。 

 

・ 観光事業は最も多く事業件数が実施されているが、

達成評価は最も低い。評価が低い理由は、全体的な

予算抑制、職員不足のため少数しか担当できないこ

とがあげられた。 

・ 広域連携事業の全体的な課題としては、「各自治体

間の意見調整の難しさ」をあげた広域連合の数が６

と最も多く、以下順に、「住民が広域連合の存在を知

らない」同５、「広域連合事務局の職員不足」同３、

「住民意思を反映しにくい」同２、「財政が弱い」同

２（その他の自由回答で財政難との回答が１）であ

った。 

・ 観光分野における広域連携の取り組みと課題につ

いては、最も多かった回答は「構成市町村間の観光

に対する意識の違い」であり、次いで「観光者数が

地域別に差」、「予算不足」である17。電話で追加調査

した結果は、かつては観光 PR パンフレットや観光

情報イメージビデオを製作していたが、近年は観光

り、課題の優先順位を示すため、１位を３点、２位を２点、３

位を１点と重みをつけた。その結果、最も多かった回答は構成

市町村間の観光に対する意識の違い：18点（１位に選んだ広域

連合も４〈上田、上伊那、松本、北信〉と最も多い）、以下順

に観光者数が地域別に差がある：14 点（１位に選んだ広域連

合は：２〈佐久、北アルプス〉）、予算不足：11点（１位に選ん

だ広域連合は２〈南信州、長野〉）であった。一方、住民との

連携を課題と回答した広域連合はゼロであった。諏訪は観光施

策について、広域連合は行っていないため回答なし。 

- 12 - - 13 -



創生ジャーナル Human & Society　第 7 巻

- 5 - 
 

表３ 福岡県の市町村別入込客数 

（500万人以上を抜粋）平成29 （2017）年１月～12月 

（単位：千人） 

市町村 総数 日帰り 宿泊 

福岡市 21,336 13,287 8,049 

宗像市 6,506 6,126 380 

太宰府市 10,540 10,492 48 

福津市 5,613 5,606 7 

北九州市 25,324 21,525 3,799 

 

宗像市、太宰府市、福津市では、宿泊税を導入して

いない。太宰府市10や福津市では、日帰り客数に比して

宿泊者数が極端に少ないことから、仮に宿泊税を導入

しても、観光政策上の必要な財源を確保することは困

難であろう。そこで、前述の福岡県の施策によって、

宿泊者数に比して日帰り客数が極端に多いような市町

村に対して、それらの観光行政需要（観光スポットの

受入環境整備等）に当てるために資金を交付すれば、

福岡県が宿泊税の再分配の役割を担うことになる。 

３３  広広域域的的なな観観光光振振興興ととそそのの財財源源  

(1) 広域的な観光政策と広域連携 
観光政策に関しては、1990年代から広域化の動きが

あった。旧運輸省「90 年代観光振興行動計画」(昭和

63 （1988）年4月27日策定)では、中央と各地方に「観

光立県推進会議」を開催し、関係者の創意と知恵を結

集して、観光振興に関する具体的施策を提言し、それ

を官・民、中央・地方を挙げて幅広く連帯して実行に

移そうという計画が示されていた11。その中で、広域観

光への取り組みの重要性を挙げている。すなわち、従

来から自分の県域内のみに絞られがちであった視点を、

他県を含めた広域に広げることにより、新たな観光ニ

ーズの発掘につなげるというものである。 

観光客の行動範囲の広域化に合わせて観光圏を整

備する必要性が出てきたため、昭和63 （1998）年には

 
 

10 太宰府市では「歴史と文化の環境税」（法定外普通税）とし

て一時有料駐車場の利用者に一定の税（原付自転車を含む二輪

車50円、乗用車100円、マイクロバス、300円、大型バス500

円）を課している。したがって、電車や定期バスで訪れる観光

客は、徴収の対象外となっている。 
11 大口（1991）、42-46頁。 
12 運輸省（1998）『平成10年度 運輸経済年次報告』、第２部

第４章第２節。 
13 総務省（2021）「広域連携の仕組みと運用について」によれ

複数の県が集まり広域連携による観光振興を図る「広

域連携観光振興会議」が開催され、それを受けて複数

の県による観光の協議会が設置され、各市町村地域で

広域的な観光施策が策定された12。政府は、観光圏整備

法に基づき、各種法律の特例などにより「観光圏」の

形成を支援し、国際競争力の高い魅力ある観光地域づ

くりを推進してきている。この政策は、政府が行政区

域を越えて観光地づくりに取り組む地域を観光圏と設

定し、補助金や交付金で支援するものである。広域的

な観光振興策を推進するに当たり、自治体間の連携が

必要になるが、制度上はどのような仕組みがあるので

あろうか。 

地方自治法では、広域連携の仕組みが定められてい

る。広域連携によって、自治体は、行政サービスの実

施等において、複数の地方自治体がその区域を越えて

協力することができる。総務省「広域連携の仕組みと

運用について」によれば、地方自治法上の広域連携に

は、いくつかの仕組み13があるが、ここでは、自治体が

事業を遂行する際の受け皿として、広域連合や協議会

を設置するケースを取り上げる。 

広域連合は、地方公共団体が、広域にわたり処理す

ることが適当であると認められる事務を処理するため

に特別地方公共団体を設置するものである（地方自治

法第284条、第285条の２、第291条の２～第291の

13）。特別地方公共団体は、国又は都道府県から直接に

権限や事務の移譲を受けることができる。広域連合に

よる観光振興策の実績のある自治体としては長野県が

あり、観光政策も広域連合の枠組みの中で行われてい

る。 

一方、協議会は、法人の設立を要しない簡便な仕組

みの一つであり、地方公共団体が、共同して管理執行、

連絡調整、計画作成を行うための制度である（地方自

治法第 252 条の２の２～第 252 条６の２）。後述する

雪国観光圏推進協議会は、これに該当する。 

 

ば、法人の設立を要しない簡便な仕組みとして、①協議会、②

機関等の共同設置、③事務の委託があり、別法人の設立を要す

る仕組みとして、④一部事務組合、⑤広域連合がある。 
本稿では、①の例として雪国観光圏推進協議会を、⑤の例と

して長野県の広域連合を取り上げている。また、複数の県にま

たがる市町村が広域で宿泊税を導入した場合において、その予

算を共同して管理執行するための受け皿として、④の一部事務

組合を提案している。 
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(2) 長野県の広域連合の場合 
広域連合は、平成６（1994）年の地方自治法改正に

より導入（施行は翌年６月）された制度である。広域

連合は、様々な広域的ニーズに柔軟かつ効率的に対応

するものである。権限委譲の受け入れ体制を整備する

ため、都道府県や市町村の事務で広域にわたり処理す

ることが適当であると認められるものに関し、広域計

画を作成し、必要な連絡調整を図り、総合的かつ計画

的に広域行政を推進することになる。 

広域連合が実施している事務の種類には、後期高齢

者医療、介護保険、障害者福祉、環境衛生、防災、教

育、観光振興等がある。総務省「広域連合の設置状況

（令和５年４月１日現在)によれば、広域連合の設置数

は177である。その内訳を見ると、広域連合の数が特

に多い都道府県は、順に北海道16、長野県12、三重県

８、岐阜県５、熊本県５、愛知県４となっており、他

は１～３である14。 

長野県の広域連合12 のうち、平成10（1998）年～

12 （2000）年にかけて設立されたものは10あり、それ

ぞれが多岐にわたる種類の事務を行っており、他県の

ものに比べて突出して多い。 

平成の合併期（1999年４月１日～2010年３月末）に

おいて全国的に市町村合併が推進されてきたが、長野

県においては平成合併期以前から小規模自治体が多く、

これまでも支え合う仕組みとして広域連合制度を活用

してきた地域である。2000年以降、県内全ての市町村

が広域連合に組み込まれており、「広域連合先進県」で

あるという評価もある15。 

市町村が担うべき趣旨に適っているが、複数の市町

村にまたがる事務や、住民に身近な事務であって、事

務処理の効率性、統一性等の観点から、広域において

処理することが適当な事務については、長野県から広

域連合へ権限移譲され、財源措置（経費の支弁）が行

われることになる16 。広域的な観光振興に関する事務

もその中に含まれている。 

それでは、長野県の広域連合が担う広域的な観光振

 
 

14 すべての都道府県で、平成19年に後期高齢者の医療制度に

係る事務を行うための広域連合が設立された。広域連合の設立

数が１の県は16あるが、いずれも当該事務を行うためのもの

である。 
15 堀内（2012）、66頁。 
16 長野県「市町村、広域連合への権限移譲についての考え

方」、１頁。 
17 中村等（2021）は、観光分野における広域連携の課題は何

か、重要と思う順に１位から３位まで３つ聞き、分析に当た

興策の事務に着目した場合、そこにはどのような政策

上の効果があり、いかなる課題を抱えているのであろ

うか。 

中村等（2021）は、長野県の10の広域連合（上田、

松本、木曽、南信州、上伊那、北アルプス、佐久、北

信、長野、諏訪）が行っている広域的な観光振興に関

する事務について、各広域連合の事務局に対して2017

年２～３月にかけてアンケートによる実態調査（質問

紙調査）を実施し、その結果等を踏まえながら詳細な

分析を行っている。 

観光施策は、観光場所や宿泊施設の紹介・観光 DVD 

やパンフレット制作など、観光者へ観光情報を直接提

供する施策、観光プロジェクト（観光に力を入れたま

ちづくりをする計画）、観光調査など、計画を立てて間

接的に圏内の観光地に資する施策に分類される。中村

等（2021）は、広域連携事業におけるこれら観光施策

の達成評価と課題についてアンケート結果をまとめて

おり、その要点の一部を以下に紹介する。 

 

・ 観光事業は最も多く事業件数が実施されているが、

達成評価は最も低い。評価が低い理由は、全体的な

予算抑制、職員不足のため少数しか担当できないこ

とがあげられた。 

・ 広域連携事業の全体的な課題としては、「各自治体

間の意見調整の難しさ」をあげた広域連合の数が６

と最も多く、以下順に、「住民が広域連合の存在を知

らない」同５、「広域連合事務局の職員不足」同３、

「住民意思を反映しにくい」同２、「財政が弱い」同

２（その他の自由回答で財政難との回答が１）であ

った。 

・ 観光分野における広域連携の取り組みと課題につ

いては、最も多かった回答は「構成市町村間の観光

に対する意識の違い」であり、次いで「観光者数が

地域別に差」、「予算不足」である17。電話で追加調査

した結果は、かつては観光 PR パンフレットや観光

情報イメージビデオを製作していたが、近年は観光

り、課題の優先順位を示すため、１位を３点、２位を２点、３

位を１点と重みをつけた。その結果、最も多かった回答は構成

市町村間の観光に対する意識の違い：18点（１位に選んだ広域

連合も４〈上田、上伊那、松本、北信〉と最も多い）、以下順

に観光者数が地域別に差がある：14 点（１位に選んだ広域連

合は：２〈佐久、北アルプス〉）、予算不足：11点（１位に選ん

だ広域連合は２〈南信州、長野〉）であった。一方、住民との

連携を課題と回答した広域連合はゼロであった。諏訪は観光施

策について、広域連合は行っていないため回答なし。 
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関連事業を資金や職員不足から制作中止や縮小し

ているという回答があった。 

 

広域連合は、隣接する複数の市町村にまたがる広域

的な観光施策を行う上で有効である反面、その活動財

源は県から広域連合に移譲された事務に係る資金（経

費の支弁）に基づくものである。自治体は、概して、

人件費や公債費など毎年義務的に支出される経費の合

計が財源に占める比率（経常収支比率）が高く財政が

硬直化しているところが多い。 

上記の長野県の広域連合に対する実態調査の結果

からは、観光政策への対応に活用可能な財源が十分と

は言えないようである。県から広域連合に委託された

事務の範囲内では、予算不足や職員不足から、積極的

な観光振興策に打って出ることは難しいのではないか

と考えられる。 

一方、最近の動きとして、長野県では、前述の通り、

観光振興策の財源として、宿泊税の導入を検討してい

る。一方、長野県白馬村や阿智村でも宿泊税の導入が

検討されている。その場合、福岡県と福岡市や北九州

市との間に生じたような宿泊税の競合問題に直面する

ことになるだろう。ただし、福岡県の場合との大きな

違いとして、長野県には既に広域連合を基盤とした行

政上の各種事務処理の実績がある。宿泊税の導入やそ

の使途において、そのことがプラスに作用する可能性

もある。 

しかし、長野県の広域連合には予算上の問題以外に

も課題はある。中村等（2021）の実態調査の分析結果

によれば、住民の視点を政策に入れる「協働」に関し

ては、対等な立場で課題解決する本来の「協働」は現

段階では課題と認識されていないとのことであった18 。

広域連合は県からの権限移譲事務の受け皿であること

を考慮すると、観光振興において重要となる民間との

協働や民間活力の導入の点では限界があるのかもしれ

ない。 

 

(3) 雪国観光圏推進協議会の場合 

ここでは、観光振興を目的とした広域連携の例とし

て、雪国観光圏推進協議会をとりあげる。雪国観光圏

では、自治体側の窓口として雪国観光圏推進協議会が

あり、また、民間側のプラットフォームとして一般社

 
 

18 中村等（2021）、58頁。 
19 令和５年雪国観光圏整備計画、8～9頁。 

団法人雪国観光圏がある19。前者は、観光圏整備事業を

官民共同して実施することを目的として平成20 （2008）

年10月に設立された。また、後者は、平成25 （2017）

年11月28日に観光庁より地域連携DMOとして登録認

可を受けた。全体の意思決定機関として総会があり、

雪国観光圏戦略会議を年６回開催し、雪国観光圏推進

協議会と一般社団法人雪国観光圏の事業を共有してい

る。さらに、７つのワーキンググループを形成し、個

別の事業についてはそれぞれのワーキンググループで

検討され、戦略会議に提言される。 

長野県の広域連合との違いは、民間の活力がスター

トアップ段階から組み込まれている点である。越後湯

沢 HATAGO 井仙の経営者として活躍されていた井口智

裕氏は、雪国観光圏のプランナーとして立ち上げと運

営に尽力され、また、一般社団法人雪国観光圏の代表

理事に就任し、観光品質基準、人材教育、CSR 事業な

ど広域観光圏事業を推進している20。 

令和５年雪国観光圏整備計画には、基本的事項とし

て、①観光圏の区域、②滞在促進地区の区域、③観光

圏整備事業の実施体制、④観光圏整備計画の目標、⑤

計画期間等、⑥住民その他利害関係者の意見を反映さ

せるための措置及び反映状況、⑦地域住民の観光地域

づくりに対する意識啓発と参加促進を促すための取組

が掲げられている。 

注目すべきは、⑥と⑦である。協議会は多種多様な

主体を構成員としていることから、住民その他の利害

関係者の意見や圏域内のニーズの把握を重視している。

⑥は、雪国観光圏の活動を継続してきたことで、観光

まちづくりに対する機運の醸成、観光圏整備事業に対

する理解が促進され、これからの観光圏域の将来像を

探る観光地域づくりマネージャーが育成されてきてお

り、今後も観光地域づくりマネージャーを中心に、地

域住民の意見を反映できる体制を整えていくというも

のである。また、⑦は、観光地域づくりマネージャー

による一般住民を巻き込んだワークショップやイベン

ト等の開催を通じて、地域住民への意識啓発や参加促

進を図るというものである。これらの点は、住民の視

点を政策に入れる協働への理解が高いとはいえない長

野県の広域連合とは、対照的である。 

 また、令和５年雪国観光圏整備計画には、観光圏整

備事業のすべてについて、雪国観光圏推進協議会及び

20 詳しくは、井口氏の著書（2013）を参照。 
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一般社団法人雪国観光圏と連携して実施する旨が記載

されている21。観光品質の管理は、雪国観光圏のブラン

ド価値を維持・確立していく上で、必要なことである。 

 一方、令和５年雪国観光圏整備計画には、各種の事

業計画が実施主体である市町村名とともに列挙されて

いるが、それらの整備事業を実施するための必要財源

に関する記載はない。 

筆者は雪国観光圏推進協議会を構成する市町村に

おいて宿泊税の導入に関する議論の有無や内容につい

て知り得る立場にはないが、以下では、一般論として、

仮に雪国観光圏が宿泊税を導入する場合を想定して、

主な論点について整理してみた。 

(1) 課税主体 

地方税法上、宿泊税の課税主体となるのは、雪国観

光圏の７市町村である。そこで問題となるのは、長野

県が宿泊税の導入を現在検討していることから、みな

かみ町との間で、宿泊税の二重課税の調整問題が生じ

る可能性があることである。また、新潟県や群馬県に

おける宿泊税の導入の可能性も探っておく必要がある。 

(2) 手続き面 

地方税法上、宿泊税を新設する場合、総務大臣に協

議し、その同意を得なければならないとされている。

総務大臣に協議を申請する際に問題となるのは、次に

述べるように、７市町村において課税要件をどのよう

に統一するのかの事前調整であろう。 

(3) 課税要件 

７市町村において宿泊税の課税要件を完全に統一

するのか、それとも、市町村の個々の事情を考慮して

ある程度の差異を認めるのかという問題が起こり得る。 

課税客体は各市町村に所在する宿泊施設への宿泊

行為となるが、旅館業法に規定するホテル、旅館、簡

易宿所のほかに、住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊

事業に係る施設（民泊）を加えるかどうかが問題とな

り得る。これにより、課税標準（宿泊日数）や納税義

務者（宿泊者）の範囲が決まる。 

税率については、１人１泊につきいくらにするか、

また、免税点や課税免除（修学旅行等を対象）を設け

るかどうかも問題となる。 

(4) 使途 

 
 

21 令和５年雪国観光圏整備計画、16頁。 
22 当地では大地の芸術祭 を長年開催してきたことで、アート

フェスティバルの地域として近年では世界的のも注目をあつ

め、夏季シーズンの重要な集客コンテンツとして成長している

（令和５年雪国観光圏整備計画、15頁）。 

宿泊税の使途は、令和５年雪国観光圏整備計画に示

されている各事業の遂行や民間側のプラットフォーム

である一般社団法人雪国観光圏の活動等の費用に当て

られることになるだろう。 

そこで問題となるのは、７市町村間における宿泊税

の税収の偏在と使途である。当然ながら、湯沢町など

のように、宿泊施設が多く存在し宿泊者数の多い市町

村ほど、宿泊税の税収が多くなる。一方、十日町市や

津南町では、大地の芸術祭22 を共通コンテンツとした

インバウンド誘客促進事業を継続していくためには多

額の財源が必要となるが、宿泊税の税収は湯沢町に比

べて少ないであろう。このような場合、どのようにし

て再分配の仕組みを導入するのであろうか。 

前述の福岡県の場合、太宰府市は宿泊者数に比して

日帰り客数が極端に多いことから、オーバーツーリズ

ム現象等に対して、県が交付金事業を通じて太宰府市

に財政支援を行うこともできるので、県が再分配の役

割を果たすことができる。 

それでは、雪国観光圏の場合はどうか。宿泊税の税

収の具体的な使途は、戦略会議（雪国観光圏全体の方

針及びブランド戦略策定等）⇒理事会（承認機関）⇒

総会（最終意思決定機関）の議を経て決定されること

になるであろうが、予算を共同して管理執行するため

の受け皿となる仕組みはどうなるのであろうか。これ

については、アメリカやヨーロッパの例に倣い、市町

村が徴収した宿泊税をDMOに拠出して運用してもらう

という考え方23もあるが、筆者は、制度上、それは難し

いのではないかと考える。 

一般社団法人雪国観光圏（地域連携 DMO）は、地域

資源を活用する多様な主体のプラットフォームの形成、

専門的人材の確保と育成等において、これまでに高機

能なレベルの役割を担ってきているが、地方自治法上、

宿泊税の予算の管理執行事務を一般社団法人に直接担

わせることはできないのではないかと考える。 

既存の仕組みの中で考えるのであれば、宿泊税の予

算の管理執行事務を協議会（地方自治法第252条の２

の２～第252条６の２）又は一部事務組合（地方自治

法第284条～第291条）等に委ねる方法が考えられる。 

総務省（2009）「地方公共団体の事務の共同処理の改

23 篠原（2020）、23頁。一般社団法人雪国観光圏（地域連携

DMO）の代表理事である井口智裕氏とのインタビュー（創生ジ

ャーナル・編集委員会（2023）、18-19頁）によると、井口氏自

身も、DMOが予算執行に関わるという考えをお持ちのようであ

った。 
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関連事業を資金や職員不足から制作中止や縮小し

ているという回答があった。 

 

広域連合は、隣接する複数の市町村にまたがる広域

的な観光施策を行う上で有効である反面、その活動財

源は県から広域連合に移譲された事務に係る資金（経

費の支弁）に基づくものである。自治体は、概して、

人件費や公債費など毎年義務的に支出される経費の合

計が財源に占める比率（経常収支比率）が高く財政が

硬直化しているところが多い。 

上記の長野県の広域連合に対する実態調査の結果

からは、観光政策への対応に活用可能な財源が十分と

は言えないようである。県から広域連合に委託された

事務の範囲内では、予算不足や職員不足から、積極的

な観光振興策に打って出ることは難しいのではないか

と考えられる。 

一方、最近の動きとして、長野県では、前述の通り、

観光振興策の財源として、宿泊税の導入を検討してい

る。一方、長野県白馬村や阿智村でも宿泊税の導入が

検討されている。その場合、福岡県と福岡市や北九州

市との間に生じたような宿泊税の競合問題に直面する

ことになるだろう。ただし、福岡県の場合との大きな

違いとして、長野県には既に広域連合を基盤とした行

政上の各種事務処理の実績がある。宿泊税の導入やそ

の使途において、そのことがプラスに作用する可能性

もある。 

しかし、長野県の広域連合には予算上の問題以外に

も課題はある。中村等（2021）の実態調査の分析結果

によれば、住民の視点を政策に入れる「協働」に関し

ては、対等な立場で課題解決する本来の「協働」は現

段階では課題と認識されていないとのことであった18 。

広域連合は県からの権限移譲事務の受け皿であること

を考慮すると、観光振興において重要となる民間との

協働や民間活力の導入の点では限界があるのかもしれ

ない。 

 

(3) 雪国観光圏推進協議会の場合 

ここでは、観光振興を目的とした広域連携の例とし

て、雪国観光圏推進協議会をとりあげる。雪国観光圏

では、自治体側の窓口として雪国観光圏推進協議会が

あり、また、民間側のプラットフォームとして一般社

 
 

18 中村等（2021）、58頁。 
19 令和５年雪国観光圏整備計画、8～9頁。 

団法人雪国観光圏がある19。前者は、観光圏整備事業を

官民共同して実施することを目的として平成20 （2008）

年10月に設立された。また、後者は、平成25 （2017）

年11月28日に観光庁より地域連携DMOとして登録認

可を受けた。全体の意思決定機関として総会があり、

雪国観光圏戦略会議を年６回開催し、雪国観光圏推進

協議会と一般社団法人雪国観光圏の事業を共有してい

る。さらに、７つのワーキンググループを形成し、個

別の事業についてはそれぞれのワーキンググループで

検討され、戦略会議に提言される。 

長野県の広域連合との違いは、民間の活力がスター

トアップ段階から組み込まれている点である。越後湯

沢 HATAGO 井仙の経営者として活躍されていた井口智

裕氏は、雪国観光圏のプランナーとして立ち上げと運

営に尽力され、また、一般社団法人雪国観光圏の代表

理事に就任し、観光品質基準、人材教育、CSR 事業な

ど広域観光圏事業を推進している20。 

令和５年雪国観光圏整備計画には、基本的事項とし

て、①観光圏の区域、②滞在促進地区の区域、③観光

圏整備事業の実施体制、④観光圏整備計画の目標、⑤

計画期間等、⑥住民その他利害関係者の意見を反映さ

せるための措置及び反映状況、⑦地域住民の観光地域

づくりに対する意識啓発と参加促進を促すための取組

が掲げられている。 

注目すべきは、⑥と⑦である。協議会は多種多様な

主体を構成員としていることから、住民その他の利害

関係者の意見や圏域内のニーズの把握を重視している。

⑥は、雪国観光圏の活動を継続してきたことで、観光

まちづくりに対する機運の醸成、観光圏整備事業に対

する理解が促進され、これからの観光圏域の将来像を

探る観光地域づくりマネージャーが育成されてきてお

り、今後も観光地域づくりマネージャーを中心に、地

域住民の意見を反映できる体制を整えていくというも

のである。また、⑦は、観光地域づくりマネージャー

による一般住民を巻き込んだワークショップやイベン

ト等の開催を通じて、地域住民への意識啓発や参加促

進を図るというものである。これらの点は、住民の視

点を政策に入れる協働への理解が高いとはいえない長

野県の広域連合とは、対照的である。 

 また、令和５年雪国観光圏整備計画には、観光圏整

備事業のすべてについて、雪国観光圏推進協議会及び

20 詳しくは、井口氏の著書（2013）を参照。 
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一般社団法人雪国観光圏と連携して実施する旨が記載

されている21。観光品質の管理は、雪国観光圏のブラン

ド価値を維持・確立していく上で、必要なことである。 

 一方、令和５年雪国観光圏整備計画には、各種の事

業計画が実施主体である市町村名とともに列挙されて

いるが、それらの整備事業を実施するための必要財源

に関する記載はない。 

筆者は雪国観光圏推進協議会を構成する市町村に

おいて宿泊税の導入に関する議論の有無や内容につい

て知り得る立場にはないが、以下では、一般論として、

仮に雪国観光圏が宿泊税を導入する場合を想定して、

主な論点について整理してみた。 

(1) 課税主体 

地方税法上、宿泊税の課税主体となるのは、雪国観

光圏の７市町村である。そこで問題となるのは、長野

県が宿泊税の導入を現在検討していることから、みな

かみ町との間で、宿泊税の二重課税の調整問題が生じ

る可能性があることである。また、新潟県や群馬県に

おける宿泊税の導入の可能性も探っておく必要がある。 

(2) 手続き面 

地方税法上、宿泊税を新設する場合、総務大臣に協

議し、その同意を得なければならないとされている。

総務大臣に協議を申請する際に問題となるのは、次に

述べるように、７市町村において課税要件をどのよう

に統一するのかの事前調整であろう。 

(3) 課税要件 

７市町村において宿泊税の課税要件を完全に統一

するのか、それとも、市町村の個々の事情を考慮して

ある程度の差異を認めるのかという問題が起こり得る。 

課税客体は各市町村に所在する宿泊施設への宿泊

行為となるが、旅館業法に規定するホテル、旅館、簡

易宿所のほかに、住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊

事業に係る施設（民泊）を加えるかどうかが問題とな

り得る。これにより、課税標準（宿泊日数）や納税義

務者（宿泊者）の範囲が決まる。 

税率については、１人１泊につきいくらにするか、

また、免税点や課税免除（修学旅行等を対象）を設け

るかどうかも問題となる。 

(4) 使途 

 
 

21 令和５年雪国観光圏整備計画、16頁。 
22 当地では大地の芸術祭 を長年開催してきたことで、アート

フェスティバルの地域として近年では世界的のも注目をあつ

め、夏季シーズンの重要な集客コンテンツとして成長している

（令和５年雪国観光圏整備計画、15頁）。 

宿泊税の使途は、令和５年雪国観光圏整備計画に示

されている各事業の遂行や民間側のプラットフォーム

である一般社団法人雪国観光圏の活動等の費用に当て

られることになるだろう。 

そこで問題となるのは、７市町村間における宿泊税

の税収の偏在と使途である。当然ながら、湯沢町など

のように、宿泊施設が多く存在し宿泊者数の多い市町

村ほど、宿泊税の税収が多くなる。一方、十日町市や

津南町では、大地の芸術祭22 を共通コンテンツとした

インバウンド誘客促進事業を継続していくためには多

額の財源が必要となるが、宿泊税の税収は湯沢町に比

べて少ないであろう。このような場合、どのようにし

て再分配の仕組みを導入するのであろうか。 

前述の福岡県の場合、太宰府市は宿泊者数に比して

日帰り客数が極端に多いことから、オーバーツーリズ

ム現象等に対して、県が交付金事業を通じて太宰府市

に財政支援を行うこともできるので、県が再分配の役

割を果たすことができる。 

それでは、雪国観光圏の場合はどうか。宿泊税の税

収の具体的な使途は、戦略会議（雪国観光圏全体の方

針及びブランド戦略策定等）⇒理事会（承認機関）⇒

総会（最終意思決定機関）の議を経て決定されること

になるであろうが、予算を共同して管理執行するため

の受け皿となる仕組みはどうなるのであろうか。これ

については、アメリカやヨーロッパの例に倣い、市町

村が徴収した宿泊税をDMOに拠出して運用してもらう

という考え方23もあるが、筆者は、制度上、それは難し

いのではないかと考える。 

一般社団法人雪国観光圏（地域連携 DMO）は、地域

資源を活用する多様な主体のプラットフォームの形成、

専門的人材の確保と育成等において、これまでに高機

能なレベルの役割を担ってきているが、地方自治法上、

宿泊税の予算の管理執行事務を一般社団法人に直接担

わせることはできないのではないかと考える。 

既存の仕組みの中で考えるのであれば、宿泊税の予

算の管理執行事務を協議会（地方自治法第252条の２

の２～第252条６の２）又は一部事務組合（地方自治

法第284条～第291条）等に委ねる方法が考えられる。 

総務省（2009）「地方公共団体の事務の共同処理の改

23 篠原（2020）、23頁。一般社団法人雪国観光圏（地域連携

DMO）の代表理事である井口智裕氏とのインタビュー（創生ジ

ャーナル・編集委員会（2023）、18-19頁）によると、井口氏自

身も、DMOが予算執行に関わるという考えをお持ちのようであ

った。 
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革に関する研究会 報告書」 （以下「事務共同処理改革

研究会報告書」という）には、地方公共団体の事務の

共同処理の現況と課題について、整理している。それ

によると、協議会制度は、地方公共団体の区域を越え

て行政の執行を合理化しようとする制度であり、(ア)

事務を共同して管理執行するための「管理執行協議会」、

(イ)構成団体間の連絡調整のための「連絡調整協議会」、

(ウ)広域にわたる総合的な計画を共同で作成するため

の「計画作成協議会」の３種類があるとされる。 

雪国観光圏推進協議会がいずれに分類されるのか

について、筆者は知りうる立場にはないが、おそらく、

現状は（イ）または(ウ)の機能を主に有しているので

はないかと考えられる。 

それでは、７市町村が仮に宿泊税を導入した場合、

その予算支出について共同して管理執行するために、

雪国観光圏推進協議会が、(ア)の管理執行協議会とし

ての機能を果たすことができるのであろうか。 

事務共同処理改革研究会報告書24 によると、管理執

行協議会については、協議会が構成団体の長等の名に

おいて事務を処理することとされており、その事務の

管理及び執行は民法における代理に準ずる効果がある

とされ、当該構成団体の長等が管理及び執行したもの

として効力を有するとされる。そして、必要な経費は

各構成団体が負担・支弁し、その方法は規約に定める

ことになっている。また、協議会は、法人格を有しな

い仕組みであるため、権利義務の主体となることはで

きない。構成団体の長等の名において事務を管理執行

するため、各構成団体は形式的には主体性を保ちつつ

共同して事務処理を行うことになる。不法行為等があ

った場合の責任は、各構成団体の連帯責任と解されて

いる。このため、責任の帰属が第一義的に問われやす

い事務には向かないとも言われている。 

以上のような特徴を有する管理執行協議会では、７

市町村が宿泊税の予算執行に関する各種事務、例えば、

民間企業との各種契約等を円滑に行うことは難しいの

ではないかと考えられる。また、事務共同処理改革研

究会報告書では、管理執行協議会の課題として、会長

及び委員の会議により意思決定を行う仕組みのため、

迅速な意思決定が難しい場合があることも指摘してい

る。雪国観光圏推進協議会の理事会や総会は、いずれ

 
 

24 事務共同処理改革研究会報告書、6-7頁。 
25 令和５年雪国観光圏整備計画、９頁。 
26 事務共同処理改革研究会報告書、３頁。 

も年２回開催25 される程度であることから、同協議会

が予算の管理執行に係る事務を迅速に行うことは困難

であろう。 

それでは、７市町村が一部事務組合を新たに設立し

た上で、宿泊税の予算執行に係る事務処理を７市町村

から移管する方法はどうであろうか。 

事務共同処理改革研究会報告書26 によると、一部事

務組合は、二以上の地方公共団体が、協議により規約

を定め、その事務の一部を共同処理する地方公共団体

の組合である。一部事務組合は、独立の法人格を持つ

特別地方公共団体として設立されるため、財産の保有

が可能である。また、議会や管理者、監査委員等の固

有の執行機関を持ち、責任の所在が明確である。この

ため、施設や組織を安定的に管理・運営する上で優れ

た仕組みであり、幅広く活用されている27。また、複数

の事務を同一の一部事務組合により処理することもで

きる。財源は、構成団体からの負担金や手数料、地方

債などである。 

一部事務組合は、独立の法人格を持つ特別地方公共

団体として設立され、財産の保有が可能であることか

ら、宿泊税を財源とする予算の管理執行の受け皿とし

て優れているのではないかと考えられる。 

一部事務組合は、地方公共団体がその事務の一部を

共同して処理するために、構成団体の議会の議決を経

て、協議により規約を定め、都道府県が加入するもの

にあっては総務大臣、その他のものにあっては都道府

県知事の許可を得て設ける特別地方公共団体である

（地方自治法第 286 条第１項）。雪国観光圏の７市町

村は、新潟県、群馬県、長野県の３県にまたがってい

る。そもそも、これら３県にまたがる一部事務組合の

設立は可能であろうか。仮にその設立が可能であった

としても、当該３県が加入する一部事務組合（７市町

村＋３県）であれば、総務大臣の許可が必要となり、

また、当該３県が加入しない一部事務組合（７市町村

のみ）であれば、それぞれ３県の知事の許可が必要と

なる。 

また、事務共同処理改革研究会報告書では、一部事

務組合の一般的な課題として、組織や施設を安定的に

管理・運営する上で優れている反面、構成団体が増加

すればするほど、意見調整に時間を要し、迅速な意思

27 総務省（2021）「広域連携の仕組みと運用について」よる

と、一部事務組合は、令和３年7月1日現在、全国に1,409あ

り、主な事務として、ごみ処理、し尿処理、救急、消防があ

る。 
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決定が難しくなることや、各構成団体から権限が一部

事務組合に移行するために、当該事務は構成団体の議

会等の直接の審議の対象とならないことなどを挙げて

いる28。 

しかし、雪国観光圏の場合、自治体側の窓口として

雪国観光圏推進協議会があり、また、民間側のプラッ

トフォームとして一般社団法人雪国観光圏があること

から、それぞれがきちんと機能しうまく連携できれば、

上記のような一部事務組合の課題も克服することがで

きるのではないだろうか。 

以上の点を踏まえ整理すると、宿泊税の税収は７市

町村がそれぞれ整備計画の各事業の遂行費用に直接当

てるほか、再分配のための予算執行や一般社団法人雪

国観光圏の活動費用等の共通費用の支出については、

一部事務組合が受け皿となり、その管理執行事務を担

うという方法が考えられる。これらの方法の実行可能

性等については、行政の研究者や実務家による今後の

議論を待つことにしたい。 

おおわわりりにに  

本稿では、複数の県や市町村にまたがる広域観光の

観点から、宿泊税を導入する場合の論点について論じ

た。最後に、目的税である宿泊税を導入する意義につ

いて触れておきたい。 

川端（2020）は、納税義務者となる宿泊者はすべて

の人が観光目的というわけではないことなどから、目

的税ではなく普通税であれば違和感はなくなるのでは

ないかとの見解を述べている29。一方、広域的な観光振

興の具体的なビジョンの下で各種施策を遂行する財源

であることを明確化するという観点からは、その財源

は目的税であることが望ましいと考える。 

宿泊税の使途については、①宿泊税の財源を基に、

具体的な観光戦略を事後的に決める場合と、②具体的 ・

長期的な観光戦略のビジョンが先に存在し、宿泊税の

財源をそれに当てる場合とが考えられる。すなわち、

ビジョンが先か財源が先かの問題がある。 

福岡県は、宿泊税の財源を基に市町村に対する施策

（交付金事業）を行っており、市町村が創意工夫を凝

らして実施する観光振興施策への財政的支援にも充て

られている。それを受けて、県内の市町村が観光振興

 
 

28 事務共同処理改革研究会報告書、４頁。 
29 川端（2020）、94-95頁。 

施策を策定し県に交付金の申請をすることになるので、

これは①の場合に該当する。 

一方、雪国観光圏の７市町村が、仮に宿泊税を導入

することになれば、既に具体的・長期的な観光戦略の

ビジョンは存在しているので、②の場合に該当するだ

ろう。 

宿泊税は、法定外目的税である。その課税の目的に

ついては、自治体の宿泊税条例第１条において、各自

治体の観光資源の特徴を踏まえた観光振興策に要する

費用に充てるため、地方税法第４条第６項（道府県）

又は第5条第７項（市町村）の規定に基づき宿泊税を

課する旨の規定が置かれることになる。 

高坂（2020）は、ハワイの宿泊施設税 （TAT ：Transient 

Accommodation Tax）の例を挙げて、宿泊税をはじめと

する観光目的税を導入した場合、一般財源化を求める

動きが生じて、本来の目的であった観光振興に財源が

十分行きわたらない恐れがあり、導入当初こそ使途を

観光分野に限定していても、次第に他の行政需要に投

入される可能性があることを指摘している30。 

宿泊税の導入を巡り、ビジョンが先か財源が先かの

問いに対しては、具体的・長期的な観光戦略のビジョ

ンが先に存在し、宿泊税の財源をそれに当てる場合の

方が、目的税の趣旨に即した運用がきちんと出来るの

ではないかと考える。その意味では、雪国観光圏のよ

うにビジョン先行型の方が、宿泊税を導入した場合に、

その税収を有効活用できるのではないかと考える。 

参参考考文文献献資資料料  

・飯田泰之・前田順一郎（2019）「観光関連税制の現状

と経済学的論点―宿泊税・入湯税を中心に―」PHP 

Policy Review、Vol.13-No.79、1-13頁。 

・井口智裕（2013）『ユキマロゲ経営理論 地域を活性

化させた「雪国観光圏」の発想法と組織づくり』

柏艪舎。 

・猪野積（2020）『地方自治法講義 第５版』Kindle版、

第一法規の第 11 章第４節「地方公共団体相互間

の協力関係」を参考にした。 

・運輸省（1998）「平成10年度 運輸経済年次報告」 

https://www.mlit.go.jp/hakusyo/transport/he

isei10/index.html （最終閲覧日2024年２月13日） 

30 高坂（2020）、59頁。 
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革に関する研究会 報告書」 （以下「事務共同処理改革

研究会報告書」という）には、地方公共団体の事務の

共同処理の現況と課題について、整理している。それ

によると、協議会制度は、地方公共団体の区域を越え

て行政の執行を合理化しようとする制度であり、(ア)

事務を共同して管理執行するための「管理執行協議会」、

(イ)構成団体間の連絡調整のための「連絡調整協議会」、

(ウ)広域にわたる総合的な計画を共同で作成するため

の「計画作成協議会」の３種類があるとされる。 

雪国観光圏推進協議会がいずれに分類されるのか

について、筆者は知りうる立場にはないが、おそらく、

現状は（イ）または(ウ)の機能を主に有しているので

はないかと考えられる。 

それでは、７市町村が仮に宿泊税を導入した場合、

その予算支出について共同して管理執行するために、

雪国観光圏推進協議会が、(ア)の管理執行協議会とし

ての機能を果たすことができるのであろうか。 

事務共同処理改革研究会報告書24 によると、管理執

行協議会については、協議会が構成団体の長等の名に

おいて事務を処理することとされており、その事務の

管理及び執行は民法における代理に準ずる効果がある

とされ、当該構成団体の長等が管理及び執行したもの

として効力を有するとされる。そして、必要な経費は

各構成団体が負担・支弁し、その方法は規約に定める

ことになっている。また、協議会は、法人格を有しな

い仕組みであるため、権利義務の主体となることはで

きない。構成団体の長等の名において事務を管理執行

するため、各構成団体は形式的には主体性を保ちつつ

共同して事務処理を行うことになる。不法行為等があ

った場合の責任は、各構成団体の連帯責任と解されて

いる。このため、責任の帰属が第一義的に問われやす

い事務には向かないとも言われている。 

以上のような特徴を有する管理執行協議会では、７

市町村が宿泊税の予算執行に関する各種事務、例えば、

民間企業との各種契約等を円滑に行うことは難しいの

ではないかと考えられる。また、事務共同処理改革研

究会報告書では、管理執行協議会の課題として、会長

及び委員の会議により意思決定を行う仕組みのため、

迅速な意思決定が難しい場合があることも指摘してい

る。雪国観光圏推進協議会の理事会や総会は、いずれ

 
 

24 事務共同処理改革研究会報告書、6-7頁。 
25 令和５年雪国観光圏整備計画、９頁。 
26 事務共同処理改革研究会報告書、３頁。 

も年２回開催25 される程度であることから、同協議会

が予算の管理執行に係る事務を迅速に行うことは困難

であろう。 

それでは、７市町村が一部事務組合を新たに設立し

た上で、宿泊税の予算執行に係る事務処理を７市町村

から移管する方法はどうであろうか。 

事務共同処理改革研究会報告書26 によると、一部事

務組合は、二以上の地方公共団体が、協議により規約

を定め、その事務の一部を共同処理する地方公共団体

の組合である。一部事務組合は、独立の法人格を持つ

特別地方公共団体として設立されるため、財産の保有

が可能である。また、議会や管理者、監査委員等の固

有の執行機関を持ち、責任の所在が明確である。この

ため、施設や組織を安定的に管理・運営する上で優れ

た仕組みであり、幅広く活用されている27。また、複数

の事務を同一の一部事務組合により処理することもで

きる。財源は、構成団体からの負担金や手数料、地方

債などである。 

一部事務組合は、独立の法人格を持つ特別地方公共

団体として設立され、財産の保有が可能であることか

ら、宿泊税を財源とする予算の管理執行の受け皿とし

て優れているのではないかと考えられる。 

一部事務組合は、地方公共団体がその事務の一部を

共同して処理するために、構成団体の議会の議決を経

て、協議により規約を定め、都道府県が加入するもの

にあっては総務大臣、その他のものにあっては都道府

県知事の許可を得て設ける特別地方公共団体である

（地方自治法第 286 条第１項）。雪国観光圏の７市町

村は、新潟県、群馬県、長野県の３県にまたがってい

る。そもそも、これら３県にまたがる一部事務組合の

設立は可能であろうか。仮にその設立が可能であった

としても、当該３県が加入する一部事務組合（７市町

村＋３県）であれば、総務大臣の許可が必要となり、

また、当該３県が加入しない一部事務組合（７市町村

のみ）であれば、それぞれ３県の知事の許可が必要と

なる。 

また、事務共同処理改革研究会報告書では、一部事

務組合の一般的な課題として、組織や施設を安定的に

管理・運営する上で優れている反面、構成団体が増加

すればするほど、意見調整に時間を要し、迅速な意思

27 総務省（2021）「広域連携の仕組みと運用について」よる

と、一部事務組合は、令和３年7月1日現在、全国に1,409あ

り、主な事務として、ごみ処理、し尿処理、救急、消防があ

る。 
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決定が難しくなることや、各構成団体から権限が一部

事務組合に移行するために、当該事務は構成団体の議

会等の直接の審議の対象とならないことなどを挙げて

いる28。 

しかし、雪国観光圏の場合、自治体側の窓口として

雪国観光圏推進協議会があり、また、民間側のプラッ

トフォームとして一般社団法人雪国観光圏があること

から、それぞれがきちんと機能しうまく連携できれば、

上記のような一部事務組合の課題も克服することがで

きるのではないだろうか。 

以上の点を踏まえ整理すると、宿泊税の税収は７市

町村がそれぞれ整備計画の各事業の遂行費用に直接当

てるほか、再分配のための予算執行や一般社団法人雪

国観光圏の活動費用等の共通費用の支出については、

一部事務組合が受け皿となり、その管理執行事務を担

うという方法が考えられる。これらの方法の実行可能

性等については、行政の研究者や実務家による今後の

議論を待つことにしたい。 

おおわわりりにに  

本稿では、複数の県や市町村にまたがる広域観光の

観点から、宿泊税を導入する場合の論点について論じ

た。最後に、目的税である宿泊税を導入する意義につ

いて触れておきたい。 

川端（2020）は、納税義務者となる宿泊者はすべて

の人が観光目的というわけではないことなどから、目

的税ではなく普通税であれば違和感はなくなるのでは

ないかとの見解を述べている29。一方、広域的な観光振

興の具体的なビジョンの下で各種施策を遂行する財源

であることを明確化するという観点からは、その財源

は目的税であることが望ましいと考える。 

宿泊税の使途については、①宿泊税の財源を基に、

具体的な観光戦略を事後的に決める場合と、②具体的 ・

長期的な観光戦略のビジョンが先に存在し、宿泊税の

財源をそれに当てる場合とが考えられる。すなわち、

ビジョンが先か財源が先かの問題がある。 

福岡県は、宿泊税の財源を基に市町村に対する施策

（交付金事業）を行っており、市町村が創意工夫を凝

らして実施する観光振興施策への財政的支援にも充て

られている。それを受けて、県内の市町村が観光振興

 
 

28 事務共同処理改革研究会報告書、４頁。 
29 川端（2020）、94-95頁。 

施策を策定し県に交付金の申請をすることになるので、

これは①の場合に該当する。 

一方、雪国観光圏の７市町村が、仮に宿泊税を導入

することになれば、既に具体的・長期的な観光戦略の

ビジョンは存在しているので、②の場合に該当するだ

ろう。 

宿泊税は、法定外目的税である。その課税の目的に

ついては、自治体の宿泊税条例第１条において、各自

治体の観光資源の特徴を踏まえた観光振興策に要する

費用に充てるため、地方税法第４条第６項（道府県）

又は第5条第７項（市町村）の規定に基づき宿泊税を

課する旨の規定が置かれることになる。 

高坂（2020）は、ハワイの宿泊施設税 （TAT ：Transient 

Accommodation Tax）の例を挙げて、宿泊税をはじめと

する観光目的税を導入した場合、一般財源化を求める

動きが生じて、本来の目的であった観光振興に財源が

十分行きわたらない恐れがあり、導入当初こそ使途を

観光分野に限定していても、次第に他の行政需要に投

入される可能性があることを指摘している30。 

宿泊税の導入を巡り、ビジョンが先か財源が先かの

問いに対しては、具体的・長期的な観光戦略のビジョ

ンが先に存在し、宿泊税の財源をそれに当てる場合の

方が、目的税の趣旨に即した運用がきちんと出来るの

ではないかと考える。その意味では、雪国観光圏のよ

うにビジョン先行型の方が、宿泊税を導入した場合に、

その税収を有効活用できるのではないかと考える。 
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